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告 示 

 

鳥取県告示第39号 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号。以下「法」という。）第35

条の６第１項の規定により、次の液化石油ガス販売事業者を認定したので、法第88条第２項の規定により告示す

る。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

名    称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 

株式会社ＪＡいなば燃料センター 鳥取市湖山町東五丁目261 代表取締役 小林 功 

                                                    

 

鳥取県告示第40号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定に基づき、介護機関を指定したので、同法第55

条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 居宅介護事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

居宅介護事業

所の名称 

居宅介護事業

所の所在地 

居宅介護事業

の種類 
指定年月日 

株式会社ニチ

イ学館 

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９ 

ニチイケアセ

ンター鳥取大

学前 

鳥取市湖山町

北一丁目427－

１ 

訪問介護 平成21年12月

１日 

株式会社ぼや

ーじゅ 

東伯郡湯梨浜

町大字水下162

－１ 

宅老所きなん

せ 

鳥取市湖山町

西二丁目555 

通所介護 平成22年１月

１日 

社会福祉法人

地域でくらす

会 

米子市内町122 小規模多機能

型居宅介護木

守舎 

鳥取市行徳二

丁目429 

小規模多機能

型居宅介護 〃 

 

２ 介護予防事業者 

名称 
主たる事務所

の所在地 

介護予防事業

所の名称 

介護予防事業

所の所在地 

介護予防事業

の種類 
指定年月日 

有限会社ポエ

ム 

鳥取市松原594

－２ 

デイサービス

センターもみ

じ庵 

鳥取市松原594

－２ 

介護予防通所

介護 

平成21年12月

１日 

株式会社ニチ

イ学館 

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９ 

ニチイケアセ

ンター鳥取大

学前 

鳥取市湖山町

北一丁目427－

１ 

介護予防訪問

介護 〃 

株式会社ぼや 東伯郡湯梨浜 宅老所きなん 鳥取市湖山町 介護予防通所 平成22年１月
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ーじゅ 町大字水下162

－１ 

せ 西二丁目555 介護 １日 

                                                    

 

鳥取県告示第41号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定に基づき、指

定介護機関から事業を廃止した旨の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 居宅介護事業者 

名  称 
主たる事務所の所

在地 

居宅介護支援事業

所の名称 

居宅介護支援事業

所の所在地 
廃止年月日 

鳥取医療生活協同

組合 

鳥取市末広温泉町

566 

鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町

252 

平成20年２月29日 

久米の郷さくら診

療所 

倉吉市福光225 久米の郷さくら通

所リハビリテーシ

ョンセンター 

倉吉市福光225 平成21年11月30日 

社会福祉法人地域

でくらす会 

米子市内町122 デイサービス木守

舎 

鳥取市行徳二丁目

429 

平成21年12月31日 

 

２ 介護予防事業者 

名  称 
主たる事務所の所

在地 

介護予防事業所の

名称 

介護予防事業所の

所在地 
廃止年月日 

鳥取医療生活協同

組合 

鳥取市末広温泉町

566 

鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町

252 

平成20年２月29日 

久米の郷さくら診

療所 

倉吉市福光225 久米の郷さくら通

所リハビリテーシ

ョンセンター 

倉吉市福光225 平成21年11月30日 

社会福祉法人地域

でくらす会 

米子市内町122 デイサービス木守

舎 

鳥取市行徳二丁目

429 

平成21年12月31日 

                                                    

 

鳥取県告示第42号 

鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金貸付規則（平成21年鳥取県規則第90号）第１条に規定する知事が指定する

病院を次のとおり定める。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 県内の普通地方公共団体又は地方公共団体の組合が設立する病院 

名   称 所  在  地 

鳥取県立中央病院 鳥取市江津730 

鳥取県立厚生病院 倉吉市東昭和町150 
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鳥取県立総合療育センター 米子市上福原七丁目13－３ 

鳥取市立病院 鳥取市的場一丁目１ 

岩美町国民健康保険岩美病院 岩美郡岩美町大字浦富1029－２ 

国民健康保険智頭病院 八頭郡智頭町大字智頭1875 

南部町国民健康保険西伯病院 西伯郡南部町倭397 

日野病院 日野郡日野町野田332 

日南町国民健康保険日南病院 日野郡日南町生山511－７ 

２ 日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、独立行政法人労働者健康福祉機構又は独立行政法人国立病院

機構が設立する病院 

名   称 所  在  地 

鳥取赤十字病院 鳥取市尚徳町117 

鳥取県済生会境港総合病院 境港市米川町44 

独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 米子市皆生新田一丁目８－１ 

独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター 鳥取市三津876 

独立行政法人国立病院機構米子医療センター 米子市車尾四丁目17－１ 

３ 県内大学の医学部附属病院 

名   称 所  在  地 

国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36－１ 

４ 救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定に基づく救急病院の認定を受けている病

院（１、２及び３に掲げるものを除く。） 

名   称 所  在  地 

鳥取生協病院 鳥取市末広温泉町458 

医療法人共済会清水病院 倉吉市宮川町129 

医療法人十字会野島病院 倉吉市瀬崎町2714－１ 

医療法人仁厚会藤井政雄記念病院 倉吉市山根43－１ 

医療法人同愛会博愛病院 米子市両三柳1880 

医療法人育成会高島病院 米子市西町６ 

新田外科胃腸科病院 米子市中島二丁目１－46 

医療法人元町病院 境港市上道町1895－１ 

   附 則 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

                                                    

 

鳥取県告示第43号 

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第８条第１項の規定に基づき、同法第４条第１項本文の種畜証明書

を次のとおり交付した旨の通報を受けたので、同法第８条第２項の規定により告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

血統 種 畜 証

明 書 番

号 

名前 品種 生年月日 産地 

父 母 

等級 

飼 養 者 の

所 在 地 及

び名称 

        東 伯 郡 琴
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平 21 鳥

取 県 １

第62号 

菊楽1962 黒毛和種 
平成19年

９月８日 

鳥取県東

伯郡琴浦

町 

美津照 
ほこにじ

442 
２級 

浦町 

独 立 行 政

法 人 家 畜

改 良 セ ン

タ ー 鳥 取

牧場 

平 21 鳥

取 県 １

第63号 

合繁2051 〃 
平成20年

７月21日 
〃 百合茂 

ふじかげ

1142 
〃 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第64号 

吉腕2063 〃 
平成20年

８月10日 
〃 安平吉 

かみひら

１の１ 
１級 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第65号 

吉秋2065 〃 
平成20年

８月13日 
〃 安平吉 

ふじやす

ふく 
〃 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第66号 

菊朝2067 〃 
平成20年

８月14日 
〃 美津照 もりひら ２級 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第67号 

稔仲2080 〃 
平成20年

９月９日 
〃 福安照 

みつやす

ひら 
１級 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第68号 

速滝2083 〃 
平成20年

９月11日 
〃 糸安茂 

ふじきた

しげ 
〃 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第69号 

角温2086 〃 
平成20年

９月17日 
〃 八重福栄 

みつてる

ふく 
〃 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第70号 

臣後2088 〃 
平成20年

９月24日 
〃 安福2002 

みつふく

み 
２級 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第71号 

勝忠照 〃 
平成20年

５月５日 
〃 勝忠平 はるみ １級 

東 伯 郡 琴

浦町 

鳥 取 県 農

林 水 産 部

農 林 総 合

研 究 所 畜

産試験場 

平 21 鳥

取 県 １

第72号 

伯耆星 〃 
平成20年

５月23日 

鳥取県西

伯郡伯耆

町 

茂勝栄 はなこ 〃 〃 

平 21 鳥

取 県 １

第73号 

白兎 〃 
平成20年

10月６日 

鳥取県鳥

取市 
安福2002 はなえ ２級 〃 
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鳥取県告示第44号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

鳥取市伏野字石山ノ鼻1988の４ 

２ 保安林として指定された目的 

  風害の防備 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

                                                    

 

鳥取県告示第45号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居

宅サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県東部総合事務所長 瀧 山 親 則   

 

事業者の名称又は氏名 指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所の所

在地 

廃止の届出を受理

した年月日 

サービスの種

類 

有限会社シグナス工業 手助け君本舗鳥取 鳥取市南栄町17－３ 平成22年１月８日 福祉用具貸与 

                                                    

 

鳥取県告示第46号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者を指

定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県西部総合事務所長 河 原 正 彦   

 

名 称 
主たる事務所の

所在地 

指定に係る障害

福祉サービス事

業を行う事業所

の名称 

指定に係る障害

福祉サービス事

業を行う事業所

の所在地 

障害福祉サービ

スの種類 
指定年月日 

特定非営利活動

法人あかり広場 

米子市皆生温泉

二丁目２－８ 

ピアットあかり

３ 

米子市皆生温泉

一丁目１－58－

210 

短期入所 平成22年２月

１日 

                                                    

教 育 委 員 会 告 示 

 

鳥取県教育委員会告示第３号 
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平成15年鳥取県教育委員会告示第23号（口頭による開示請求を行うことができる個人情報について）の一部を

次のように改正し、平成22年１月29日から施行する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県教育委員会委員長 上 山 弘 子   

 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

                                                 

口 頭 に よ

る 開 示 請

求 を 行 う

こ と が で

き る 個 人

情 報 取 扱

事 務 の 名

称 

開示する個

人情報の内

容 

 

 

 

開 示 請 求

を 行 う こ

と が で き

る期間 

 

 

 

開示請求

を行うこ

とができ

る場所 

 

 

口 頭 に よ

る 開 示 請

求 を 行 う

こ と が で

き る 個 人

情 報 取 扱

事 務 の 名

称 

開示する個

人情報の内

容 

 

 

 

開 示 請 求

を 行 う こ

と が で き

る期間 

 

 

 

開示請求

を行うこ

とができ

る場所 

 

 

第１次試験

の得点及び

順位 

 

第 １ 次 試

験 の 合 格

者 発 表 日

か ら １ 年

間 

第１次試験

の得点及び

順位 

 

第 １ 次 試

験 の 合 格

者 発 表 日

か ら １ 年

間 

鳥 取 県 職

員 採 用 候

補 者 選 考

試 験 （ 学

芸 員 （ 自

然）） 

 

 

 

 

 

第２次試験

の試験種目

ごとの得点

及び合計得

点並びに最

終順位 

最 終 合 格

者 発 表 日

か ら １ 年

間 

 

教育委員

会教育総

務課 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 職

員 採 用 候

補 者 選 考

試 験 （ 学

芸 員 （ 地

学）） 

試験種目ご

との得点及

び合計得点

並びに順位

 

合 格 者 発

表 日 か ら

１年間 

 

 

〃 

 

 

 

 

鳥 取 県 職

員 採 用 候

補 者 選 考

試 験 （ 学

芸 員 （ 自

然）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次試験

の試験種目

ごとの得点

及び合計得

点並びに最

終順位 

 

 

 

 

 

最 終 合 格

者 発 表 日

か ら １ 年

間 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員

会教育総

務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 職

員 採 用 候

補 者 選 考

試 験 ［ 文

化 財 主 事

］ 

〃 

 

         

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥 取 県 職

員 採 用 候

補 者 選 考

試 験 ［ 文

化 財 主 事

（ 任 期 付

職員）］ 

試験種目ご

との得点及

び合計得点

並びに順位

 

 

合 格 者 発

表 日 か ら

１年間 

 

 

 

〃 
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  略 略 

鳥 取 県 非

常 勤 職 員

（ 奨 学 金

納 付 勧 奨

専 門 員 ）

採用試験 

試験種目ご

との得点及

び合計得点

並びに順位

 

 

〃 

 

 

 

 

 

教育委員

会人権教

育課 

 

 

 

教 育 委 員

会 事 務 局

ス ポ ー ツ

振 興 課 非

常 勤 職 員

採用試験 

 

合計得点及

び順位並び

に試験種目

が複数ある

場合におけ

る試験種目

ごとの得点

〃 

 

 

 

 

 

 

教育委員

会スポー

ツ振興課

 

 

 

 

鳥 取 県 非

常 勤 職 員

（ 奨 学 金

納 付 勧 奨

専 門 員 ）

採用試験 

 

 

 

 

 

 

 

試験種目ご

との得点及

び合計得点

並びに順位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員

会人権教

育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 

  

                                                    

公 安 委 員 会 告 示 

 

鳥取県公安委員会告示第１号 

道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の４第１項の規定による指定講習機関の指定をしたので、指定講

習機関に関する規則（平成２年国家公安委員会規則第１号）第３条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県公安委員会委員長  秦 野 一 憲   

 

１ 指定講習機関の名称等 

名称及び住所 代表者の氏名
特定講習の業務を行う事務所の

名称及び所在地 
特定講習の種別 

学校法人山陰中央自動車学校 

鳥取県米子市両三柳3027－５ 

戸 田  忍 

 

学校法人山陰中央自動車学校 

鳥取県米子市両三柳3027－５ 

普通免許、二輪免許

及び原付免許に係る

取消処分者講習 

２  指定年月日 

    平成22年１月18日 

                                                    

公 告 

 

建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規定により、次のとおり建築士の免許を取り消したので同

条第２項の規定により公告する。 

 

  平成22年１月29日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   
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１ 建 築 士 の 氏 名  高田 昇昭 

２ 二級建築士又は木造建築士の別  二級建築士 

３ 登 録 番 号  第1153号 

４ 免 許 を 取 消 し た 年 月 日  平成22年１月18日 

５ 取 消 し の 理 由  死亡 

 


